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渋谷法人会女性部会

部会長　森 美恵子

ごあいさつ
日頃は法人会女性部会に並々ならぬご協力を賜っ
ておりますことを有難く厚く御礼申し上げます。お陰
様で諸活動を無事に続けさせて頂いております。
9月には山形県米沢市「米沢法人会女性部会」のお招

きを頂き役員全員にて研修・交流・親睦と大いなる

発展をさせて頂き、ただ今、話題の「天地人」愛と義
についての有意義な勉強をさせて頂き活動の「輪」の
広がりを喜び合いました。
11月には社会貢献活動の一環として渋谷区内の公

園に区と協働作業で植樹する第一回目の「シブヤキー
プグリーン式典と植樹式の開催」のお手伝に参加致し
ました。尚、一層の活動をつづける所存でございま
すので、引きつづきご支援ご協力賜ります様お願い
申し上げます。
皆様方のご隆盛を祈念し、ごあいさつとさせてい

ただきます。

渋谷税務署

署長　内田 景俊

ごあいさつ
社団法人渋谷法人会女性部会の皆さん方には、日頃

から円滑な税務行政の運営に対しまして、深いご理解
と多大なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
また、この一年間、女性部会の皆さん方には、「渋
谷くみんの広場」での税のPR活動や税務研修会を始め
とする各種研修会の実施など、多くのご支援、ご協力
をいただき、大変感謝いたしております。
更に、女性部会は、毎年恒例となっている高齢者施
設へのタオルの寄付などの社会貢献活動にも力を注が
れ、充実した事業を展開されております。このような

皆様の活動は、部会のみならず、法人会の活性化に大
きく寄与されており、部会運営に携わる役員並びに部
会員の皆様のご努力に対しまして、深く敬意を表する
次第であります。
私ども税務行政に携わる者といたしましては、社会

経済情勢が刻々と変わる時代の中にあって、税務行政
の使命である「適正・公平な課税の実現」と「期限内納
付の確立」に向けて、更に努力してまいる所存でござい
ますので、女性部会の皆様におかれましても更に充実
した事業活動を展開されることをご期待申し上げると
ともに、e-Taxの利用拡大など、税務行政へのなお一
層のご協力とご支援を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。
結びに当たり、社団法人渋谷法人会女性部会の益々

のご発展と、部会員の皆様のご健勝並びに事業のご繁
栄をご祈念申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

渋谷法人会

会長　柳田 道康

ご挨拶
「女性部会のしおり」の発刊にあたり、一言ご挨拶を
申し上げます。女性部会が平成11年6月4日に、それま
での女性経営者研究会から発展的に女性部会として
設立され、本年で10年になり節目の年を迎えることに、
心からお慶びを申し上げます。
初代の小林部会長から現在の森部会長の下で、役

員・会員の皆様が一丸となって輪を広げ、自己研鎮を

重ね更に地域社会の発展に力を注ぎ、女性経営者等
としての資質の向上並びに、会員相互の親睦を図りつ
つ本部事業にも積極的に参加されるなど、その行動力
には敬意を表する次第であります。特に社会貢献委
員会の「シブヤキープグリーン」の植樹式に於きまして
は、中心的役割を果され、お蔭様で成功裡にスタート
することが出来ました。
また、公益法人制度改革に伴い女性部会の活動が
公益的事業に相応しいものであると確信していますの
で、引き続き会員相互の連携を諮り、益々のご発展と
部会員の皆様方のご事業のご繁栄を祈念致しまして、
挨拶とさせていただきます。
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20年度事業報告
平成20年 内　容 会　場 講　師

5月9日 藤の花見学会 あしかがフラワーパーク

5月14日
講演会
1. 説得の技術　2. 企業と人権〜最近の問題〜　
3. 老後をうまく生きる法律知識

東郷記念館 弁護士　佐々木一彦氏

5月14日 懇親会 東郷記念館

6月24日 社会貢献事業　タオルなどの寄贈 渋谷あやめの苑代々木

9月10日
11日

米沢法人会女性部会との交流会
米沢税務署表敬訪問、伝統工芸等地場産業を視察

11月2日
3日

税を考える週間行事
税務関係六団体の一員としてくみんの広場参加
税金クイズとパンジー3,000鉢を配る

代々木公園

11月5日 研修会 
財政・税制の現状と課題（予算折衝よもやま話）

渋谷法人会館
渋谷税務署

副署長　髙　秀樹氏

平成21年

1月28日
研修会
近世における町・村の組織と租税制度
　〜江戸と大坂の違い〜

東郷記念館
渋谷税務署

副署長　菅原亮一氏

1月28日 新年賀詞交歓会 東郷記念館

3月26日
研修会
私の履歴書〜渋谷区生まれのある調査官のお話〜
平成21年度税制改正の概要

渋谷法人会館

渋谷税務署 法人課税第一部門
統括官　町田正伸氏

渋谷税務署 法人課税第一部門
審理担当上席　堀 善大氏

20年度 総会・役員会

4月25日 役　員　会 ◦総会議案について ◦総会・講演会・懇親会について
◦女性部会会報について

5月14日 第　9　回 通 常 総 会

6月24日 役　員　会 ◦ 20 年度事業活動について ◦今後の部会運営について
◦規約改正について

9月17日 役　員　会 ◦今後の部会運営について ◦税務講習会について
◦くみんの広場参加について ◦副署長講演会について

11月5日 役　員　会 ◦副署長講演会・意見交換会について ◦新春研修会について
◦賀詞交歓会について◦今後の部会運営について

平成 21 年

1月9日 役　員　会 ◦新春研修会について ◦賀詞交歓会について 
◦税務講習会について ◦総会について

3月26日 役　員　会
◦総会について ◦ 21 年度事業計画案について
◦役員任期満了につき改選について ◦講演会・懇親会について
◦会報の作成について◦会計監査会の日程について

女性部会役員名簿
部  会  長 森　美恵子
副 部 会 長 山崎登美子
副 部 会 長 西尾多恵子
副 部 会 長 長澤　紀子
会 計 幹 事 八木原敏子
幹 　 　 事 沼田　和子
幹 　 　 事 石井沙与子
幹 　 　 事 保田　和江
幹 　 　 事 阿部千恵子
幹 　 　 事 松井美千代
幹 　 　 事 安井　啓子
幹 　 　 事 遠藤きよ子
監 事 松本　芳枝
監 事 名和　玲子
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H20. 5. 14東郷記念館

第 9 回 通常総会

一全議案が承認可決されました一

議長 森部会長

総会・講演会

右から 本郷副署長、岡田統括官、堀上席調査官
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H20. 5. 14東郷記念館

講演会と懇親会

演　題　1. 説得の技術　2. 企業と人権〜最近の問題〜　3. 老後をうまく生きる法律知識

講　師　弁護士 佐々木一彦氏

地元代官山の弁護士佐々木一彦先生を講師にお迎えし、身近な法律問題で、特に
「企業と人権から老後を上手に生きる法律知識」について、事例を挙げてお話頂き、
我々の老後は財源を含めて、法律的知識も必要ならば、これからも勉強しなくて
はと思う講演でした。

懇親会　お酒の人もお茶の人も、会話がはずみ、有意義な時間でした

10周年にあたり、税の講習会を柱に、地域社会への貢献と自己研鑽に励み会員間の交流等を活発に行い、ご事業
の発展に役立つ会として努力いたしますので、何卒ご協力賜ります様、お願い申し上げます

渋谷法人会 女性部会 連絡先　TEL 03-3461-0758　FAX 03-3461-0180

佐々木一彦氏　プロフィール　（渋谷区生まれ）
昭和38年東北大卒業。昭和39年司法試験合格。
2年間の司法研修卒業後、昭和42年4月裁判官任官。
岡山地裁、東京地裁、東京家裁を3年間歴任。
東京弁護士会に登録、現在に至る。
交通法学会会員。渋谷区法律相談員・幹事、人権擁護委員。
代官山法律税務事務所所長

佐々木一彦氏
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H20. 6. 24社会貢献事業 渋谷区あやめの苑 代々木

タオル等寄贈

皆様から寄贈頂きましたお品を年一回「あやめの苑」
に届けております。施設の方から「大変重宝してお
ります」とのお言葉を頂きました。

小タオル、タオル、古布（綿）、バンダナ、エプロン、
バスタオル、シーツ、寝巻きを回収しております。

あやめの苑代々木

H20. 9. 10〜11

米沢法人会女性部会との交流会 

米沢法人会女性部会員と事業活動などの情報を交換した後、全員で
花笠音頭と東京音頭を踊り親交を深めた。

佐藤前渋谷税務署長が米沢市出身ということで交流が
始まり、昨年は米沢法人会の方々が渋谷を訪れ、今年
は渋谷法人会が米沢税務署を表敬訪問した。米沢税務
署長の佐藤様から署と米沢市の概況を伺った。その中
で渋谷税務署は職員が400名余で巨大という印象が強
かったが、米沢税務署は職員38名なので「税務署」の
イメージがだいぶ異なったとのこと。それから伝統工
芸の紅花染め織物等を米沢法人会女性部会の方々と見
学し、伝統ある地場産業の大切さと力強さを実感した。

米沢税務署訪問
佐藤署長（右から3番目）、福崎女性部会長（右から4番目）

紅花染めによる織物を拝見 「新田織物」にて紅花染めの工程を見学

��



H20. 11. 2〜3渋谷区くみんの広場

税を考える週間行事

税金クイズに挑戦！ 正解と思われる番号に○印をつけてください。

問題 1　昭和 57 年まで、日本に実際にあった税金は、次のうちどれでしょうか？

	 （1）牛税	 （2）鳥税	 （3）犬税

問題 2　平成 20 年度の国の予算は総額いくらでしょうか？

	 （1）約 54 兆円	 （2）約 84 兆円	 （3）約 104 兆円

問題 3　�公立小学校 6 年間と公立中学校 3 年間（合計 9 年間）で、児童生徒一人当たり、いくらの税金
が使われているでしょうか？

	 （1）約 500 万円	 （2）約 800 万円	 （3）約 1,000 万円

問題 4　�ゴミ処理にはお金がかかります。では、ゴミ処理のために使われている税金は 1 年間で一人当た
りいくらかかっているでしょうか？（平成 17 年度）

	 （1）約 10,000 円	 （2）約 18,000 円	 （3）約 25,000 円

問題 5　�次のうち国税庁の e-Tax（イータックス）（国税電子申告・納税システム）のマスコットキャラ
クターはどれでしょうか？

	 （1） 	 （2） 	 （3） 

公園通りからの出入口 税金クイズに答えて頂いて、お花をお渡し
（毎年人気のブースです）

配布の花の袋詰め（税務署1Fで）

〈答え〉
問題1	 （3）　�犬税　昭和57年を最後に廃止になりました。最後に廃止になったのは、長野県東筑摩郡四賀村で一頭当たり300円課税されていました。
問題2	 （2）　�約84兆円　平成20年度の予算総額は、83兆613億円です。この内、約54兆円が税金による収入で、約26兆円が公債金収入（借金）によるものです。
問題3	 （2）　�約800万円　小学生は年間1人当たり834,000円です。中学生は年間1人当たり948,000円です。計算すると、小学生が834,000円×6年間＝5,004,000円。

中学生が948,000円×3年間＝2,844,000円となり、合計で7,848,000円の税金が使われています。（いずれも、平成17年度データ）。皆さんの学校の机やいす
や教科書にはみんなの納めた税金が使われていますから、大切に使いましょう。

問題4	 （2）　約18，000円　平成17年度は、ゴミ処理責用として総額で2兆2,602億円支出しています。国民一人当たりでは約17,690円となります。
問題5	 （2）　�イータくん　インターネットを利用して、自宅やオフィスから税金の申告と納税が出来る便利なシステムがe-Tax（イータックス）です。手続きなど詳しくはe-Tax

ホームページwww.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。（（1）は都税マスコットの「タクちゃん」、（3）は国税庁マスコットの「たくちゃん」です。）

毎年、11月の第 1週の土日に、「くみんの広場」として大きなイベントが行なわれます。税務関係六団体協
議会では、特設ブースを設け、「この社会あなたの税が生きている」をキャッチフレーズに掲げ、「税金クイズ」
に答えて頂いた方に税に関するパンフレットとお花を渡しています。
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H20. 11. 5渋谷法人会館

研修会

演　題　財政・税制の現状と課題（予算折衝よもやま話）

講　師　渋谷税務署　副署長　髙　秀樹氏

髙副署長をお迎えして、財政・税制の現状と課題（予算折衝よもやま話）と題し、
税制改正関連法案成立までの経緯、60日ルール等、事細かにわかりやすくご説
明を頂きました。抜本改革の主要課題では、庶民の一番の関心ごとである社会保
障（年金・医療・介護）費用が毎年一兆円増加していくのに安定した財源の確保
が必要であること、財政と社会保障との国際比較、受益と負担のバランス等を解
かり易いグラフで説明して頂きました。

休憩を挟みグループディスカッションに移り、
1．�高負担になる前に「無理をしないで無駄を省く努力をする」
2．�景気対策の一環で、一時金を頂ける様ですが、子孫に負の遺産を残すのは気
が重いので、消費税値上げも止むを得ない。

3．�高負担、高福祉には、明確な財源が必要になるので、庶民に役立つ政治家の
選択基準が決まると概ね多少の負担増は止む無しとの意見が多かった。

意見交換会（ディスカッション）

髙　秀樹氏
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H21. 1. 28アイビーホール青学会館

新春特別研修会及び賀詞交歓会

演　題　近世における町・村の組織と租税制度〜江戸と大坂の違い〜

講　師　渋谷税務署　副署長　菅原亮一氏

菅原亮一氏

名刺交換をしながら、美味しいお料理と美酒に舌鼓を打つひととき 志賀明裕氏のアルパ（インディアンハープ）と木船さん（会員）の
歌声にしばし世相の煩わしさを忘れて酔いしれました

菅原副署長をお迎えし、「近世における町・村の組
織と租税制度〜江戸と大坂の違い〜」と題し、江戸
時代の町・村の組織について自治や住民負担と通貨
制度等、当時の税制を織り込みながらお話頂いた。
江戸時代における渋谷の町である「渋谷宮益町」「渋

谷広尾町」等にも話しがおよび、後半は、副署長の
前任地「堺市」の発展の歴史等と江戸と大坂の違い、
中世から近世までの堺における『ものの始まり』（鉄
砲、線香、たばこ、三味線、包丁、…）等、非常に
興味深いお話をして頂いた。
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演　題	 私の履歴書〜渋谷区生まれのある調査官のお話〜

講　師	 渋谷税務署 法人課税第一部門　統括官　町田正伸氏

渋谷区生まれの埼玉育ち、草野球やベーゴマに明け
暮れる傍ら、今ではすべて忘れてしまったバイオリ
ンの稽古が大変だったとユーモアを交えて話が始
まった。勉強嫌いだった青年が、大学進学後のゼミ
の先生との出会いで勉強の面白さに気づき、たまた
ま受験した国税専門官試験に合格。税務職員として
社会人生活をスタート、『税』に目覚めざるおえな
＜なったこと、入署後は、諸先輩から仕事・人生と
もに多くのことを学んだこと、調査事務の難しさ・

演　題	 平成21年度税制改正の概要

講　師	 渋谷税務署 法人課税第一部門　審理担当上席　堀 善大氏

項目 改正前 改正後

住
宅
・
土
地
税
制

住宅ローン減税
所得税額の特別控除

（適用条件）
◦住宅を住居の用に供した日（20年中）
◦住宅ローン残高2000万円以下の部分
①�控除期間10年の場合1〜6年目1.0％ 7

〜10年目0.5％
②�控除期間15年目の場合1〜10年目0.6％

11〜15年目0.4％（①、②の選択適用。
①②とも控除限度最高160万円）

（適用条件）
◦一般住宅を住居の用に供した日（21〜25年中）
◦控除期間10年
◦控除率1.0％

土地税制
平 成 21年 及び 22年中に取 得
した土地などの長期譲渡所得の
1000万円特別控除制度の創設

（創設案）
個人及び法人が国内にある土地でその年1月1日において所有期間が5年超のものを譲渡した場合には、その
年中の当該譲渡にかかる譲渡所得金額から1000万円を上限に控除（当該譲渡所得金額が1000万円に満た
ない場合には当該譲渡所得金額）。

企
業
関
係

税制軽減税率 中小企業の各事業年度の所得800万円以
下の金額に対する法人税率…22％

同左…18％

欠損金の繰り戻し還付の復活 設立5年以内の中小企業を除いて欠損金
繰り戻し還付制度は停止。

中小企業については、欠損金の繰り戻しによる還付制度停止措置
を解除。

相
続
税
制

取引相場のない株式などにか
かる相続税の納税猶予制度の
創設

（創設案）
経営承継相続人が非上場会社を経営していた被相続人から相続などによりその会社の株式などを取得し、会
社を経営していく場合には、経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続などにより取得した議決権株
式などにかかる課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予。

金
融・証
券

税
制

生命保険料控除の改組 一般の生命保険料控除および個人年金保
険料控除の適用限度額…各5万円

◦同左…各4万円
◦�生命保険契約等のうち介護（費用）保障または医療（費用）保障を

主契約または特約にかかる保険料等
…�一般と別枠で4万円の所得控除（介護医療保険料控除）を創設

自
動
車

課
税

自動車重量税（国税）、
自動車取得税（地方税）

自動車取得に際しては、自動車関係税が課
される。

自動車購入時にかかる自動車重量税（国税）、自動車取得税（地方
税）について、以下の措置が講じられる。
◦ハイブリッド自動車などは免税
◦�その他環境性能の優れた自動車は75％または50％軽減

納
税
環

境
整
備

電子証明書を有する個人の電子情報処理
組織による申告にかかる所得税の特別控
除制度…5000円

適用期限を2年延長。

H21. 3. 26渋谷法人会館

研修会

失敗談等、自分の歩んできた道を飾ることなくお話
いただいた。今は、部下を育てることが一番とのこ
と。新人は新人なりにベテランはベテランなりに仕
事ぶりを買ってもらうことが大事であり、『税務職
員とは人格を売るセールスマン』とお話されたのが
印象的であった。最後に『納税者の皆さんも税務調
査等の際にはご自分の仕事を通して署員を育てて欲
しい』と締めくられた。
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平成 20 年度 渋谷税務署長納税表彰式

感謝状
沼田和子 氏

表彰状
西尾多恵子 氏

税金の相談は
タックスアンサーサービス

TELをご利用下さい。
アドレス

http://www.taxanswer.nta.go.jp
TEL：03-3463-9181（ 渋 谷 税 務 署 ）

社会貢献活動へのご協力のお願い
１．�6ページでご紹介したとおり、渋谷法人会女性部会では、地域への社会貢献事業として特別養

護老人ホーム「渋谷区あやめの苑・代々木」への寄付をしております。

１．利用者の胸元に使用する小タオル（ハンドタオルでも可）
２．�古布（陰部洗浄や廊下に落としたものを拭き取り使い捨てに使いたいので古いシーツや柔

らかい木綿の布地がベスト）
３．三角巾、又はバンダナ（お食事介助時に職員やボランティアが使用）
４．男女兼用のサロンエプロン（食事介助時に使いたいのできれいな柄、又は色）

２．使用済切手も回収しております。

１．使用済み及び未使用の切手（日本の切手、外国の切手）
※封筒に貼ってある切手と消印を一緒に切り取ってくたさい。

２．�書き損じはがき（表や裏を書き損じたはがきや未投函のはがき）
回収したものは→財団法人ジョイセフ（家族計画国際協力財団）へ送付
◦使用済み切手は1kg当たり1,000円で取扱い業者に引取られ換金されます。
◦�書き損じはがきは郵便局で手数料を払い通常ハガキと交換され国際協
力活動に賛同している企業や団体に買取って頂きます。
→�再生自転車を途上国の保健ボランティアに贈ろう運動、母と子の健康と
命を守るホワイトリボン運動等に使用されます。

事業活動の都度、回収箱を用意しております。
ご協力いただける方はお持ちくださいますようお願い申し上げます。

財団法人ジョイセフ（家族計画国際協力財団） 世界の人口問題を考える日本生まれの国際NGO。会長は元国連大使明石康氏。
国際協力に於ける業績により国連本部より2001年国連人口賞（団体部門）受賞
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